
６月１日発行「議会だよりしらおか」記事の一部訂正 

 

６月１日に発行した「議会だよりしらおか（改選特別号）」の掲載記事に一部誤りがあ

りました。お詫びして訂正いたします。 

  

訂正箇所：４ページ右側下段 

 （正） 

議案 

第３４号 

承

認  

令和５年度一般会計  

補正予算（第３号）  

（専決処分） 

コロナ禍において原油価格・物価高騰に  

直面する低所得世帯及び食費等の物価高騰  

に直面し、影響を特に受ける低所得の子育  

て世帯に対する給付金を早急に支給するた  

めの補正予算を専決処分したもので、これ  

を承認した。  

問  支給対象となる世帯数・児童数は。  

答  低所得世帯に対する給付は、住民税均 

等割非課税世帯の約 3,800 世帯の見込みで 

あり、低所得の子育て世帯に対する給付は、 

約 800 人（ひとり親世帯 400 人、その他世帯 

400 人）の児童が対象となる見込みである。 

 

 （誤） 

議案 

第３４号 

承

認  

令和５年度一般会計  

補正予算（第３号）  

（専決処分） 

コロナ禍において原油価格・物価高騰に  

直面する低所得世帯及び食費等の物価高騰  

に直面し、影響を特に受ける低所得の子育  

て世帯に対する給付金を早急に支給するた  

めの事務費の補正予算を専決処分したもの  

で、これを承認した。  

問  支給対象となる世帯数・児童数は。  

答  低所得世帯に対する給付は、住民税均  

等割非課税世帯の約 3,800 世帯の見込みで 

あり、低所得の子育て世帯に対する給付は、 

約 800 人（ひとり親世帯 400 人、その他世帯 

400 人）の児童が対象となる見込みである。 

給付金に係る補正予算は、6 月定例会に計上 

する予定である。  


